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十
月
一
日
か
ら
、
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
が
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま

す
。

□
一
部
負
担
金
を
変
更

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
一
部

負
担
金
が
年
齢
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま

す
（
表
１
）。
三
歳
未
満
の
乳
幼
児

の
一
部
負
担
金
は
三
割
か
ら
二
割
に
、

七
十
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
人
は

前
期
高
齢
者
に
な
り
、
一
部
負
担
金

が
一
割
に
な
り
ま
す
（
一
定
以
上
の

所
得
が
あ
る
人
は
二
割
）。

前
期
高
齢
者
は
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
国
保
の
保
険
証
と
市
か
ら
交
付

さ
れ
る
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
三
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の

人
は
、
今
ま
で
ど
お
り
三
割
負
担
と

な
り
ま
す
。

�
前
期
高
齢
者

十
月
一
日
に
七
十
歳
に
な
る
人（
昭

和
七
年
十
月
一
日
生
ま
れ
）
は
十
月

診
療
分
か
ら
、
十
月
二
日
以
降
に
七

十
歳
に
な
る
人
は
十
一
月
診
療
分
以

降
か
ら
前
期
高
齢
者
の
対
象
に
な
り

ま
す
。
九
月
三
十
日
ま
で
に
七
十
歳

に
な
る
人
は
、
老
人
保
健
で
医
療
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

□
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

を
変
更

高
額
療
養
費
自
己
負
担
限
度
額
が
、

所
得
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す（
表

２
）。

低
所
得
者
の
自
己
負
担
限
度
額
は

据
え
置
き
、
一
般
や
上
位
所
得
者
は

見
直
し
て
自
己
負
担
額
を
引
き
上
げ

ま
す
。
前
期
高
齢
者
は
、
一
カ
月
の

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
申

請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
限
度
額
を
超

え
た
分
が
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
前
期
高
齢
者
の
低
所
得
者

は
「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
病
院

の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
患
者
負
担

の
限
度
額
お
よ
び
入
院
時
の
食
事
負

担
額
が
少
な
く
て
済
み
ま
す
。
こ
の

認
定
証
は
市
に
申
請
し
て
認
め
ら
れ

る
と
交
付
さ
れ
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
４
９
へ
。

十
月
一
日
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
と
老
人
保
健
制
度
が
変
わ

り
ま
す
。
二
つ
と
も
、
わ
た
し
た
ち
が
病
気
や
け
が
の
と
き
に
、

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
。
今

回
は
、
そ
の
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

所
得
な
ど
に
よ
り
負
担
を
見
直
し

―
―
―
―
国
民
健
康
保
険
―
―
―
―

国保・老人保健

制 度 を 改 正

表１ 一部負担金額の変更

９月30日まで 10月１日から

３歳未満の乳幼児　２割

３歳以上70歳未満の人　３割
（退職者医療制度該当者の本人およ
び被扶養者の入院は２割。ただし来
年４月１日からは３割となり薬剤負
担額が廃止）

70歳以上75歳未満の人　１割
（一定以上の所得がある人は２割）

70歳未満の人　３割
（退職者医療制度該当者
の本人および被扶養者の
入院は２割）


